
宅地建物取引業法

1.案内情報
①手続名：指定流通機構に係る届出、認可等申請手続

・名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出
宅地建物取引業法第５０条の２第３項

・業務の一部の委託の承認
宅地建物取引業法第５０条の３第２項

・指定流通機構登録業務規定認可・変更認可
宅地建物取引業法第５０条の５第１項

・事業計画及び収支予算認可・変更認可
宅地建物取引業法第５０条の８第１項

・事業報告書及び収支決算書提出
宅地建物取引業法第５０条の８第２項

・役員の選任及び解任の認可
宅地建物取引業法第５０条の１０第１項

・登録業務の休廃止の届出
宅地建物取引業法第５０条の１３第１項

②手続対象者 （財）東日本不動産流通機構
（社）中部圏不動産流通機構
（社）近畿圏不動産流通機構
（社）西日本不動産流通機構
（指定流通機構に指定された団体）

③提出時期
・名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出

変更しようとする日の２週間前まで
・事業計画及び収支予算認可 当該年度の開始前
・事業報告書及び収支決算書提出 当該事業年度終了後３月以内
・登録業務の休廃止の届出 休止し、又は廃止しようとする日の30日前まで
・上記以外の手続 随時

④提出方法 認可等に係る申請書等を作成し、国土交通省総合政策局不動産業課へ
提出してください。

⑤手数料 無し

2.窓口情報
①提 出 先：国土交通省総合政策局不動産業課 ０３－５２５３－８１１１（代表）
②受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。
③相談窓口：提出先にお問い合わせ下さい。

3.手続情報
①審査基準・届出事項等

・業務の一部の委託の承認
宅地建物取引業法施行規則（以下「施行規則 ）第１９条の４による」

・指定流通機構登録業務規定認可・変更認可
宅地建物取引業法第５０条の５及び施行規則第１９条の５による

・登録業務の休廃止の届出
施行規則第１９条の８による

②不服申立方法
・行政不服審査法の規定による


